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大津湖南都市計画区域（野洲市）

総括図

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域

高さ
壁面

後退

容 積 率

建 ぺ い 率

行 政 界

市 街 化 区 域 界

用　途　地　域

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域

80/50 1.0m 10m

100/60 - 10m

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第一種中高層住居専用地域 200/60

200/60

200/60

200/60

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域 200/80

近 隣 商 業 地 域 300/80

200/60

凡 例

工 業 専 用 地 域 200/60 - -

風 致 地 区

都 市 計 画 道 路

商 業 地 域 400/80

準 工 業 地 域 200/60

都 市 計 画 公 園

都 市 計 画 緑 地 ・ 墓 園

そ の 他 都 市 計 画 施 設

地 区 計 画 区 域

工 業 地 域 200/60 - -

略号の説明

変　更　地　区

容積率％

用途地域の種類

建ぺい率％

位置図

A3 S=1:20000

地区番号 野洲－１ 地区名 冨波乙 地区面積 14.6ha

想定用途
地域面積

工業系 ： 14.6ha 変更内容 調 → 市

変更理由
主要道路と接道しており利便性が高く、既存工業地域から土地利用の
連続性が保たれ、工業地域に適していることから市街化区域に編入
する。

地区番号 野洲－２ 地区名 冨波甲 地区面積 5.8ha

想定用途
地域面積

商業系 ： 5.8ha 変更内容 調 → 市

変更理由

野洲市立地適正化計画において、今後想定される誘導施設として位
置付けられている市立病院の整備事業が、公共事業として進行してお
り、隣接する市街化区域との連続的な整合が図れることから市街化区
域に編入する。

地区番号 野洲－３ 地区名 大篠原鷺坪 地区面積 6.9ha

想定用途
地域面積

工業系 ：6.9ha 変更内容 調 → 市

変更理由
国道８号と接道しており利便性が高く、既存工業地域から土地利用の
連続性が保たれ、工業地域に適していることから市街化区域に編入
する。

（注）現時点での案であり、
決定事項ではありません。
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変　更　地　区

略号の説明

都 市 計 画 公 園

都 市 計 画 緑 地 ・ 墓 園

そ の 他 都 市 計 画 施 設

地 区 計 画 区 域

工 業 地 域 200/60 - -

凡 例

工 業 専 用 地 域 200/60 - -

風 致 地 区

都 市 計 画 道 路

商 業 地 域 400/80

準 工 業 地 域 200/60

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域 200/80

近 隣 商 業 地 域 300/80

200/60

第一種中高層住居専用地域 200/60

200/60

200/60

200/60

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第一種低層住居専用地域

80/50 1.0m 10m

100/60 - 10m

行 政 界

市 街 化 区 域 界

用　途　地　域

第一種低層住居専用地域

高さ
壁面
後退

容 積 率
建 ぺ い 率

容積率％

用途地域の種類

建ぺい率％

野洲－１ 冨波乙 【想定用途図】

①-② 道路界

②-③ 水路界

③-④ 鉄道界
④-⑤ 道路界

⑤-⑥ 地番界

⑥-⑦ 見通し線界

⑦-⑧ 道路界
⑧-① 見通し線界

A3 S=1:2500

（注）現時点での案であり、
決定事項ではありません。
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変　更　地　区

略号の説明

都 市 計 画 公 園

都 市 計 画 緑 地 ・ 墓 園

そ の 他 都 市 計 画 施 設

地 区 計 画 区 域

工 業 地 域 200/60 - -

凡 例

工 業 専 用 地 域 200/60 - -

風 致 地 区

都 市 計 画 道 路

商 業 地 域 400/80

準 工 業 地 域 200/60

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域 200/80

近 隣 商 業 地 域 300/80

200/60

第一種中高層住居専用地域 200/60

200/60

200/60

200/60

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第一種低層住居専用地域

80/50 1.0m 10m

100/60 - 10m

行 政 界

市 街 化 区 域 界

用　途　地　域

第一種低層住居専用地域

高さ
壁面
後退

容 積 率
建 ぺ い 率

容積率％

用途地域の種類

建ぺい率％

野洲－２ 冨波甲 【想定用途図】

①-② 道路界

②-③ 河川区域界

③-④ 水路界

④-① 河川区域界

A3 S=1:2500
（注）現時点での案であり、

決定事項ではありません。
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第一種低層住居専用地域

高さ
壁面
後退

容 積 率
建 ぺ い 率

行 政 界

市 街 化 区 域 界

用　途　地　域

第一種低層住居専用地域

80/50 1.0m 10m

100/60 - 10m

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第一種中高層住居専用地域 200/60

200/60

200/60

200/60

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域 200/80

近 隣 商 業 地 域 300/80

200/60

凡 例

工 業 専 用 地 域 200/60 - -

風 致 地 区

都 市 計 画 道 路

商 業 地 域 400/80

準 工 業 地 域 200/60

都 市 計 画 公 園

都 市 計 画 緑 地 ・ 墓 園

そ の 他 都 市 計 画 施 設

地 区 計 画 区 域

工 業 地 域 200/60 - -

略号の説明

変　更　地　区

容積率％

用途地域の種類

建ぺい率％

野洲－３ 大篠原鷺坪 【想定用途図】

①-② 河川界

②-③ 水路界

③-④ 道路界

④-⑤ 見通し線界

⑤-⑥ 道路界

⑥-① 地番界

A3 S=1:2500
（注）現時点での案であり、

決定事項ではありません。
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大津湖南都市計画地区計画の決定(野洲市決定)

都市計画　冨波乙地区計画　を次のように決定する

(1)

(1)

(2) 物置等の用途に供し、軒高が2.3ｍ以下で、かつ床面積が５
㎡以内であるもの

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の制限
　次に掲げる建築物は建築してはならない。

建築基準法別表第２（わ）に掲げるもの。

敷地の地盤面の高さの
最低限度

　建築物の敷地の地盤面の高さは、東京湾中等潮位から94ｍ以
上としなければならない。 ただし、接続先道路から1.5mまでは
この限りでない。

壁面の位置の制限

　隣地境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱の面まで
の距離は、１m以上壁面後退。道路境界線から建築物の外壁また
はこれに代わる柱の面までの距離は１m以上とする。ただし、こ
の距離に満たない距離にある建築物等が、次の各号に該当する
場合においては、境界線からの距離の最低限度は適用しない。

カーポート（柱・屋根のみの構造）で軒高が2.3ｍ以下であ
るもの

区域の整備・開
発及び保全に関
する方針

地区計画の目標

　本地区は、野洲市都市計画マスタープランのなかで、「野
洲市健康福祉センターや野洲市立図書館等の周辺地域は、住
居、産業・商業機能を誘導するための長期的な市街地整備を
検討します。」と位置づけている。広域幹線道路との交通ア
クセスの利便性を活かし、周辺環境と調和した良好な市街地
形成を目標とする。

土地利用の方針
　周辺環境に配慮した良好な工業・業務用地として土地利用
を図る。

地区施設の整備方針
　緑豊かな街並みの形成を図るため、積極的に区域内緑化に
努めるものとする。

建築物等の整備方針
　健全で良好な工業・業務用地を形成するため、建築物等の
用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の
制限を定める。

地 区 計 画 書（案）

名　　　　　　　称 　冨波乙地区計画

位　　　　　　　置 　野洲市冨波乙の一部

面　　　　　　　積 　約13.3ha
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(1)

(2)

(3)

「区域は計画図表示のとおり」

注： 上記の項目および記載事項は、地区計画等の種類および定める内容により、名称、表現内容等が異なりま
す。

無彩色 ３以上 －

屋外広告物（自家用広告物及び非自家用広告物）は、デザ
イン、色彩とも周辺との調和を十分配慮したものでなけれ
ばならない。また、野洲市屋外広告物条例に定める基準と
する。

備　　　　　　考

下限値 上限値

R・YR・Y
（赤・橙・黄色系）

の色相
３以上 ６以下

その他
（緑・青・紫系）

の色相
３以上 ３以下

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の形態若しくは意匠
の制限

建築物の形態・意匠は周辺の景観に調和し、景観上支障が
ないものとする。

屋根及び外壁の基調色は、以下の色彩を基準とする。ただ
し、屋根の基調色については、彩度のみとし、漆喰、紅柄
などの自然素材を使用する場合や周辺環境と調和すると認
められる場合は、この限りではない。

有彩色 明度 彩度
（マンセル値による）
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①－② 河川界

②－③ 道路界

③－④ 地番界

④－① 道路界

地区計画区域界

地区整備計画区域界

　工業用地

冨波乙地区計画（約13.3ha）

冨波乙地区計画 計画図 A3 S=1:2500
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（白紙） 
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大津湖南都市計画地区計画の決定(野洲市決定)

都市計画　冨波甲北部地区計画　を次のように決定する

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

無彩色 ３以上 －

下限値 上限値

R・YR・Y
（赤・橙・黄色系）

の色相
３以上 ６以下

その他
（緑・青・紫系）

の色相
３以上 ３以下

建築基準法別表第２（ほ）項

壁面の位置の制限 －

建築物等の形態若しくは意匠
の制限

建築物の形態・意匠は周辺の景観に調和し、景観上支障が
ないものとする。

屋根及び外壁の基調色は、以下の色彩を基準とする。ただ
し、屋根の基調色については、彩度のみとし、漆喰、紅柄
などの自然素材を使用する場合や周辺環境と調和すると認
められる場合は、この限りではない。

有彩色 明度 彩度
（マンセル値による）

地
　
区
　
整
　
備
　
計
　
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の制限

　建築基準法第48条第９項の規定によるほか、次の各号に該
当する建築物は建築してはならない。

建築基準法別表第２（い）項第１号　（住宅）

建築基準法別表第２（い）項第２号　（兼用住宅）

建築基準法別表第２（い）項第３号　（共同住宅、寄宿
舎・下宿）

建築基準法別表第２（に）項第２号　（工場）

建築基準法別表第２（に）項第４号　（ホテル・旅館）

建築基準法別表第２（に）項第５号　（自動車教習所）

区域の整備・開
発及び保全に関
する方針

地区計画の目標

　野洲市都市計画マスタープランでは、本地区を中心に地域
拠点（総合体育館周辺）として位置づけている。今後、医
療・健康・福祉機能の集約や、豊かな自然環境を活かした交
流施設の整備などにより、拠点としての機能充実・強化を図
るうえで拠点となる市街地形成を目標とする。

土地利用の方針
　周辺環境と調和した医療・健康・福祉施設用地として土地
利用を図る。

地区施設の整備方針
　緑豊かな街並みの形成を図るため、積極的に区域内緑化に
努めるものとする。

建築物等の整備方針
　健全で良好な市街地を形成するため、建築物等の用途の制
限、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限を定
める。

地 区 計 画 書（案）

名　　　　　　　称 　冨波甲北部地区計画

位　　　　　　　置 　野洲市冨波甲の一部

面　　　　　　　積 　約4.4ha

（当日資料）11/18　　



(3)

「区域は計画図表示のとおり」

注： 上記の項目および記載事項は、地区計画等の種類および定める内容により、名称、表現内容等が異なりま
す。

屋外広告物（自家用広告物及び非自家用広告物）は、デザ
イン、色彩とも周辺との調和を十分配慮したものでなけれ
ばならない。また、野洲市屋外広告物条例に定める基準と
する。

備　　　　　　考

建築物等の形態若しくは意匠
の制限

地
　
区
　
整
　
備
　
計
　
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
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冨波甲北部地区計画 計画図 A3 S=1:2500

地区計画区域界

地区整備計画区域界

　公益施設用地

冨波甲北部地区計画（約4.4ha）
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（白紙） 
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大津湖南都市計画地区計画の決定(野洲市決定)

都市計画　大篠原鷺坪地区計画　を次のように決定する

(1)

(1)

(2)

面　　　　　　　積 　約5.8ha

地 区 計 画 書（案）

名　　　　　　　称 　大篠原鷺坪地区計画

位　　　　　　　置 　野洲市大篠原鷺坪の一部

区域の整備・開
発及び保全に関
する方針

地区計画の目標

　本地区は、野洲市都市計画マスタープランのなかで、「地
域中部の工業地周辺においては、状況に応じて面的整備等を
検討し、工場・事業所等の立地を誘導します。」と位置づけ
ている。広域幹線道路との交通アクセスの利便性を活かし、
周辺環境と調和した良好な市街地形成を目標とする。

土地利用の方針
　周辺環境に配慮した良好な工業・業務用地として土地利用
を図る。

地区施設の整備方針
　緑豊かな街並みの形成を図るため、積極的に区域内緑化に
努めるものとする。

建築物等の整備方針
　健全で良好な工業・業務用地を形成するため、建築物等の
用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の
制限を定める。

　次に掲げる建築物は建築してはならない。

建築基準法別表第２（わ）に掲げるもの。

建築物の敷地の地盤面の
高さの最低限度

　建築物の敷地の地盤面の高さは、東京湾中等潮位から99ｍ以
上としなければならない。 ただし、接続先道路から1.5mまでは
この限りでない。

壁面の位置の制限

　隣地境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱の面まで
の距離は、１m以上壁面後退。道路境界線から建築物の外壁また
はこれに代わる柱の面までの距離は１m以上とする。ただし、こ
の距離に満たない距離にある建築物等が、次の各号に該当する
場合においては、境界線からの距離の最低限度は適用しない。

カーポート（柱・屋根のみの構造）で軒高が2.3ｍ以下であ
るもの

物置等の用途に供し、軒高が2.3ｍ以下で、かつ床面積が５
㎡以内であるもの

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の制限
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(1)

(2)

(3)

「区域は計画図表示のとおり」

その他
（緑・青・紫系）

の色相
３以上 ３以下

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の形態若しくは意匠
の制限

建築物の形態・意匠は周辺の景観に調和し、景観上支障が
ないものとする。

屋根及び外壁の基調色は、以下の色彩を基準とする。ただ
し、屋根の基調色については、彩度のみとし、漆喰、紅柄
などの自然素材を使用する場合や周辺環境と調和すると認
められる場合は、この限りではない。

有彩色 明度 彩度
（マンセル値による） 下限値 上限値

R・YR・Y
（赤・橙・黄色系）

の色相
３以上 ６以下

注： 上記の項目および記載事項は、地区計画等の種類および定める内容により、名称、表現内容等が異なりま
す。

無彩色 ３以上 －

屋外広告物（自家用広告物及び非自家用広告物）は、デザ
イン、色彩とも周辺との調和を十分配慮したものでなけれ
ばならない。また、野洲市屋外広告物条例に定める基準と
する。

備　　　　　　考
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大篠原鷺坪地区計画 計画図 A3 S=1:2500

地区計画区域界

地区整備計画区域界

　工業用地

　道路用地（地区施設）

大篠原鷺坪地区計画（約5.8ha）
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（白紙） 
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